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佐賀大学学術交流協定取扱要項の制定について（通知） 

 

 

 このことについて、これまで未整備であった外国の大学等と本学間における学術交流

協定の基準を可視化することにより今後の適正な協定締結につなげるため、別添のとお

り「佐賀大学学術交流協定取扱要項」を制定（平成３１年 1 月２２日）しましたので

お知らせします。 

 今後は本要項に沿って大学間協定又は部局間協定の手続きを進めてくださいますよう

お願いします。 

 なお、部局間協定についても事前に国際交流推進センター長への事前相談が必要です

ので御留意ください。 
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